
    

「川越市地域防災計画」の一部修正（案）に対する意見募集の結果について 

 

「川越市地域防災計画」の一部修正（案）につきまして、令和７年１１月２１日から 

令和７年１２月２２日までの間、ご意見を募集したところ、１名の方から１件のご意見 

をいただきました。貴重なご意見をありがとうございました。 

提出されたご意見及びそれに対する本市の考え方をとりまとめましたので、お知らせ 

します。 

 

ご意見の概要 ご意見に対する本市の考え方 （案）の修正有無 

防災ブロック区分において、

三久保町が本庁地区（北）にな

っています。 

地域防災拠点が同じ町内の中

央公民館でなく北公民館となっ

ているのが納得いきません。 

北公民館は遠方にありかつ地

震や水害のハザードマップにか

かる地域にあり災害時は情報伝

達の遅れ、応急対策の遅れ、食

料配布の遅れなどにつながるこ

とが考えられます。 

災害に強い中央公民館が同じ

町内にあるのに恩恵を受けられ

ないのは納得いきません。 

なお指定避難所は適した場所

だと考えるため、変更の必要は

ありません。 

防災ブロックは行政の観点、

避難所は市民の観点であるため

同じ区分にする必要はないので

はないか。 

防災ブロックは、地区ごとに

応急復旧対策の拠点となる防災

拠点を設置し、その管轄となる

区域を定めたもので、本庁地区

については人口の密集度などを

考慮しております。 

ご意見のとおり、地域によっ

ては最寄りの施設が位置付けら

れていない場合もございます

が、防災ブロックは、行政が応

急復旧対策を行うために便宜上

設定するものであり、指定避難

所と同様、被災者の施設利用を

防災ブロック内の施設に限定す

るものではございません。 
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